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本明川ダム広報活動補助委託

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　本明川ダム工事事務所長
森　康成

令和　７年　４月　１日

諫早市

¥３，６６７，２１７－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 

 
１．委託名       ：本明川ダム広報活動補助委託 
２．履行場所      ：長崎県諫早市上大渡野町１９９２－１ 
３．随意契約の相手方  ：名称 諫早市長 大久保潔重 

住所 長崎県諫早市東小路町７番１号 
電話 ０９５７－２２－１５００ 

４．随意契約適用法令  ：会計法第２９条の３第４項及び 
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

５．当該委託の目的・内容及び随意契約に付する理由 

 
１）当該委託の目的 

本委託は、本明川ダム建設事業の目的、事業の歴史、環境保全対策等のこれまでの取り組

み、事業進捗を踏まえ、本明川ダム広報館への来客者の意見を聴き、ダム事業の理解促進やダ

ムを活用した地域振興に資するための広報活動補助を広報館において行うものである。 

 
２）当該委託の内容 

本委託は、広報館において、来客者への対応（来客者への説明、質問の受付及び回答）、アン

ケートの取りまとめ、本明川ダム工事事務所との連絡・調整等の広報活動補助を実施するもの

とする。 

 
３）随意契約に付する理由 

本委託にあたっては、本明川ダム建設事業の歴史的経緯を踏まえると共に、諫早市が策定し

進行中の地域振興に資することを目的として実施する必要がある。 

 
諫早市にあたっては、 
① 本明川ダム建設事業の建設地であり、また各種委員会の構成員であるため、事業の目的

や歴史的経緯等を熟知している。 
② 諫早市の地域振興に資する事業の実績があり事業に精通している。 
③ 諫早市の観光事業に係る専門知識を有している。 
④ 地域との協力体制が図られていることから、円滑な地域調整が可能。 

 
  以上のことから、本委託及び事業を円滑且つ的確に遂行するためには、諫早市が唯一の契約相

手と判断するものである。 
このため、本委託は会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

により、諫早市と随意契約を行うものである。 

 
（随意契約理由書作成者） 

本明川ダム工事事務所 調査設計課長 


